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国⽴⼤学病院の医師の働き⽅改⾰の現状について
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経常利益 経常利益率

▲397
▲160

▲360

▲2.8％

▲1.0％

▲2.3％

経営状況〜経常利益は減益、補助⾦⽀援なければ⼤きな⾚字〜
• 令和4年度の経常利益額は386億円
• コロナ補助⾦や診療報酬特例等の⽀援がなければ▲360億円の⾚字
• 光熱費・物価⾼騰の影響から、前年度よりも更に利益の確保が困難となった
• 令和5年度以降、コロナ補助⾦や診療報酬特例の廃⽌や縮⼩が予定される中、働き⽅改⾰への費⽤負担増加も

⾒込まれる

H22       H23 H24        H25          H26        H27        H28        H29 H30         R1           R2          R3          R4

減益

出典︓財務諸表（病院セグメント情報） 国⽴⼤学病院⻑会議調べ

• コロナ補助⾦、診療報酬特例
の廃⽌や縮⼩

• 働き⽅改⾰の費⽤負担増加

事業継続の危機

（億円）

令和5年度以降
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• 国⽴⼤学42病院から44,713⼈の医師を常勤医師として全国に派遣（令和3年6⽉時点）

• 更には、国⽴⼤学病院で勤務している医師は全国に9,628の医療機関（※）で兼業・副業を⾏っている（令和4年度1年間の実績）
※⼤学病院ごとの兼業・副業先医療機関の合計

項⽬ ⼤学数（複数回答可） 備考

連携B⽔準 42⼤学 全⼤学が連携B⽔準の申請を⾏うと回答
⾃院のみでは960時間以内だが兼業先での労働時間を
通算すると960時間を超える医師がいると想定

B⽔準 22⼤学 22⼤学が⾃院のみで時間外労働が960時間を超える医
師がいると想定

C-1⽔準 12⼤学 12⼤学（全体の4分の1）で時間外労働が960時間を
超える臨床研修医・専攻医研修プログラムを想定

C-2⽔準 6⼤学 6⼤学（全体の7分の1）で時間外労働が960時間を
超える集中的な技能訓練が必要な医師がいると想定

令和６年4⽉以降に予定している「時間外・休⽇労働の上限規制の⽔準」
R5.1 国⽴⼤学病院⻑会議 調査

• すべての国⽴⼤学病院が連携B⽔準を申請予定

• ⼤学病院に求められる診療・教育・研究機能の担保
と地域医療体制維持の両⽴には、引き続き多くの労
働時間が必要と⾒込んでいる

地域医療体制の維持に対する国⽴⼤学病院の貢献

※他医療機関で常勤の勤務形態をとっている場合のみ集計

出典︓・ 「令和3年度国⽴⼤学病院 病院機能指標」（データベース管理委員会調べ）より国⽴⼤学病院⻑会議にて加⼯
・ 国⽴⼤学病院⻑会議調査「国⽴⼤学病院を主たる勤務先としている医師の派遣・兼業先の件数について」（R5.3現在）
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20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代

内科 外科 産科 ⼩児 救急・集中 ⿇酔 その他

時間外労働が960時間を超える医師の⼈数

960以下 960超

960超の医師数 26⼈
（その医師の兼業先 103件）

960超の医師数 14⼈
（その医師の兼業先 43件）

960超の医師数 4⼈
（その医師の兼業先 15件）

960超の医師数 8⼈
（その医師の兼業先 36件）

960超の医師数 1⼈
（その医師の兼業先 2件）

960超の医師数 12⼈
（その医師の兼業先 33件）

• 休⽇・時間外労働が960時間を超える医師は65⼈（281⼈中）
• その医師が兼業を⾏っている延べ医療機関は232件

令和4年9⽉〜11⽉の実績をもとに12ヵ⽉換算した推計値

休⽇・時間外労働960時間超の医師数及び兼業先数（600床規模のA⼤学病院の例）
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内科 外科 産科 ⼩児 救急・集中 ⿇酔 その他

時間外労働が960時間を超える医師の延べ兼業回数

960以下 960超

960超医師の延べ兼業回数
（全体30,116回）

29.4％
（8,884回）

• 当該⼤学病院医師が⾏っている兼業の約30％を休⽇・時間外
労働960時間超え医師が担っている

• 連携B・Bの特例⽔準は2035年度末で廃⽌予定。地域医療体
制維持のために、増員やタスクシフト等の労働時間短縮の取り組
みとそれに伴う多額の費⽤が必要

・ 病院 5,140回
・ 地域医療⽀援病院 220回
・ 病院（療養） 1,852回
・ 診療所、その他 1,672回

休⽇・時間外労働960時間超医師の兼業回数（600床規模のA⼤学病院の例）
令和4年9⽉〜11⽉の実績をもとに12ヵ⽉換算した推計値

（回）



⼤学病院医師の業務時間の構成⽐率及び週当たりの研究業務時間

出典︓「令和4年度⽂部科学省⼤学における医療⼈養成の在り⽅に関する調査研究委託事業 ⼤学病院における医師の働き⽅に関する調査研究報告書」7



○持続可能な社会保障制度の構築
（社会保障分野における経済・財政⼀体改⾰の強化・推進）

• ⾼齢者⼈⼝の更なる増加と⼈⼝減少が進む中で限りある医
療資源で質の⾼い医療介護サービスの体制確保

• 医療機能の分化・連携推進、⼈材確保・育成や働き⽅改
⾰等を早期に進める必要

• 地域医療構想・実効性のある医師偏在対策・働き⽅改⾰
等を進めながら、医師が不⾜する地域への⼤学病院からの
医師の派遣の継続を推進することが明記

経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023【⾻太の⽅針】

地域医療体制維持と医師の働き⽅改⾰実現に向けた⾻太への記載

P37
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○経済社会の活⼒を⽀える教育・研究活動の推進
（研究の質を⾼める仕組みの構築等）

• 持続可能な経済社会の実現と社会課題の解決のため、
⼤学病院の役割として、特に医療分野における研究開
発・社会実装の推進、実⾏をすることが求められる

• 教育・研究・診療機能の質を担保しながら、⼤学病院の
医師の働き⽅改⾰の推進を図ることが明記

教育・研究・診療機能の質担保と働き⽅改⾰実現に向けた⾻太への記載
経済財政運営と改⾰の基本⽅針2023【⾻太の⽅針】

P44
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地域医療構想

医師の働き⽅改⾰ 医師偏在対策

• より精緻かつ客観的な労働時間の把握により判明し
た超過勤務⼿当の増加分

• システム整備費およびランニングコスト

⾃院・派遣先の通算労働時間を把握

タスクシフト、シェアや診療体制の⾒直し等、労働時間短縮するための
取り組みを検討、実施

連続勤務時間制限、勤務間インターバル等の追加的健康確保措置
への対応検討

< 取り組み及び費⽤（抜粋）>

2024年4⽉までに
実現し、その体制
を継続する

多額の費⽤が必要

三位⼀体
で推進

• ⾻太の⽅針において、⼤学病院に求められている「教育・
研究・診療機能の質担保」と、「地域医療体制の維持」
を両⽴しながら、医師の働き⽅改⾰を実現するには多額
の費⽤が必要

• 診療報酬、地域医療介護確保基⾦、教育・研究資⾦
等による、実効性のある効果的な財政⽀援を要望

• 医師の働き⽅改⾰だけが先⾏するのではなく、地域医療
構想・医師偏在対策とともに三位⼀体での改⾰、推進
について、ご協⼒いただきたい

⼤学病院機能と地域医療体制の維持のため、引き続きの⽀援を要望

• ⾃院・派遣先の診療体制や夜間・救急診療体制の維持に
必要な医師の増員、⼿当にかかる費⽤

• 看護師、薬剤師、その他コメディカルスタッフの採⽤や⼿当
• 医師事務作業補助者の採⽤ 等 にかかる費⽤
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ある地⽅⼤学病院若⼿医師の厳しい現実

⽣活費を削って研究 11
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概要・組織図
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国⽴⼤学病院⻑会議の概要
2023.8.2現在

• 名称︓⼀般社団法⼈国⽴⼤学病院⻑会議（NUHC National University Hospital Council of Japan)
• 所在地︓東京都⽂京区
• 組織︓全国４２⼤学４４附属病院⻑で構成する団体
理事（会⻑） 横⼿幸太郎 （千葉⼤学医学部附属病院⻑）
理事（副会⻑） ⽥中 栄 （東京⼤学医学部附属病院⻑）
理事（副会⻑） ⽵原徹郎 （⼤阪⼤学医学部附属病院⻑）
理事 渥美達也 （北海道⼤学病院⻑）
理事 張替秀郎 （東北⼤学病院⻑）
理事 藤井靖久 （東京医科⻭科⼤学病院⻑）
理事 ⼩寺泰弘 （名古屋⼤学医学部附属病院⻑）
理事 髙折晃史 （京都⼤学医学部附属病院⻑）
理事 前⽥嘉信 （岡⼭⼤学病院⻑）
理事 中村雅史 （九州⼤学病院⻑）
理事 塩﨑英司 （事務局⻑）
監事 椎名浩昭 （島根⼤学医学部附属病院⻑）
監事 鈴⽊裕⼦ （鈴⽊裕⼦公認会計⼠事務所）
• ⽬的
国⽴⼤学法⼈法に定める法⼈により開設された病院（国⽴⼤学病院）における診療、教育及び研究に係る諸問題並びにこれに関連する
重要事項について協議し、相互の理解を深めるとともに、意⾒の統⼀を図り、我が国における医学・⻭学・医療の進捗発展に寄与する。 13



国⽴⼤学病院⻑会議 組織図
2021.12.1現在

常置委員会

●教育担当 〇医師臨床研修協議会
〇オンライン臨床教育評価システム（EPOC）運営委員会

理事会 ●研究担当 〇臨床研究推進会議

●診療担当 〇医療安全管理協議会
〇感染対策協議会
〇国際化協議会

監事 ●⻭科担当

●企画・運営担当 〇⼤学病院医療情報ネットワーク協議会

●データベース管理委員会

地区会議
〇北海道・東北地区
〇関東・甲信越地区
〇近畿・中部地区
〇中国・四国地区
〇九州地区

事務部⻑会議 〇総務委員会
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